
 

1 

 

議案第８０号 

白岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 白岡市国民健康保険税条例（昭和２９年白岡町条例第１４号）の一部を

次のように改正する。 

第３条第１項中「１００分の７．０４」を「１００分の７．１５」に改

める。 

 第４条中「２８，４００円」を「３３，６００円」に改める。 

 第５条中「１００分の２．４１」を「１００分の２．５４」に改める。 

第６条中「１４，７００円」を「１５，２００円」に改める。 

第７条中「１００分の２．２１」を「１００分の２．２５」に改める。 

第８条中「１５，４００円」を「１５，８００円」に改める。 

 第２０条第１項第１号ア中「１９，８８０円」を「２３，５２０円」に

改め、同号イ中「１０，２９０円」を「１０，６４０円」に改め、同号ウ

中「１０，７８０円」を「１１，０６０円」に改め、同項第２号ア中「１

４，２００円」を「１６，８００円」に改め、同号イ中「７，３５０円」

を「７，６００円」に改め、同号ウ中「７，７００円」を「７，９００円

」に改め、同項第３号ア中「５，６８０円」を「６，７２０円」に改め、

同号イ中「２，９４０円」を「３，０４０円」に改め、同号ウ中「３，０

８０円」を「３，１６０円」に改め、同条第２項第１号ア中「４，２６０

円」を「５，０４０円」に改め、同号イ中「７，１００円」を「８，４０

０円」に改め、同号ウ中「１１，３６０円」を「１３，４４０円」に改め

、同号エ中「１４，２００円」を「１６，８００円」に改め、同項第２号

ア中「２，２０５円」を「２，２８０円」に改め、同号イ中「３，６７５

円」を「３，８００円」に改め、同号ウ中「５，８８０円」を「６，０８

０円」に改め、同号エ中「７，３５０円」を「７，６００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の白岡市国民健康保険税条例の規定は、令和７
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年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例による。  

 

  令和６年１２月５日提出 

 

                    白岡市長 藤井 栄一郎  

 

      提 案 理 由 

 国民健康保険の適正かつ安定的な運営を確保することを目的とし、国民

健康保険税の税率を改定するため、本条例改正の必要を認め、この案を提

出するものである。 


